
１ 組織名称

　伊達市災害ケースマネジメント推進会議

２ 構成機関

　伊達市、伊達市社会福祉協議会、専門士業団体（別表参照）

３ 設置日

　２月26日（木）

　　※体制構築は本市が県内初

４ その他

　内閣府の「令和７年度災害ケースマネジメント実施体制整備モデル事業」

　の採択を受け、実施体制の構築を図ってきました

・災害ケースマネジメント実施体制とは
　被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を把握し、専門的な知見を
もつ関係団体と連携しながら、被災者支援を行うことにより、被災者の生活再
建が１日でも早く進むよう取り組む組織であり、災害からの復興に繋げる効果
的な取り組みとして、国においても実施体制の構築を推進しております。

記者会見 資料２

令和8年2月26日

県内初「災害ケースマネジメント実施体制」を構築

　本年度、国のモデル事業として、関係団体と連携し県内初となる災害ケースマネジ
メントの実施体制を構築しました。
　本市は、これまでも台風や地震など大規模災害発生の際には、市として被災者支援
を重点的に実施してきましたが、官民連携での被災者支援を実施することにより災害
関連死の防止や、在宅等避難者への支援、支援漏れ等を防ぐことが可能となり、被災
者の生活再建の早期実現が期待されます。
　引き続き、災害への備えを図ると共に、災害発生時には被災された市民の皆様の生
活再建が早期に進むよう、官民一体となった被災者支援に取り組んでまいります。
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問合せ
市民生活部防災危機管理課

電話　024-575-1197
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